
 

 

ホーチミン日本人学校スクールバス運行規則 
 

第１章 総則 

 

第１条 この規則はホーチミン日本人学校運営委員会規則（以下運営委員会規則とい

う）第１７条に基づき、学校のスクールバス運行について定める。 

 

第２条 運営委員長は、学校のスクールバス運行に関し、この規則の定めるものの

他、その権限と責任において細目を定めることができる。 

 

第２章 目的・責任の所在 

 

第３条 「人命及び安全第一」を基本方針とし、児童生徒がスクールバスを利用して 

より安全に、より確実に、集団で通学すること、また、学習活動に活かすこ

とを目的とする。 

前項以外に、児童生徒の学習活動に支障がない範囲内において、PTA 活動並

びに校務車として活用することができる。 

 

第４条 通学または校外学習等のためのスクールバスに乗車中の児童生徒は、保険の

範囲内で補償の対象とする。 

前項以外に、PTA 活動並びに校務車として利用した者についても、保険の範

囲内で補償の対象とする。 

 

第５条 通学時における児童生徒の安全責任は保護者が負うものとし、原則自宅から

バス停までは保護者が児童生徒に同行することとする。学習活動にバスを利

用する際の安全責任は学校が負うものとする。 

但し、保険で補償できる範囲内の責任とする。 

 

第３章 組織・役割 

 

第６条 スクールバスの安全かつ円滑な運行を目的として、スクールバス利用者連絡

会（以下『利用者連絡会』と呼ぶ）を設置する。 

 

第７条 利用者連絡会に次の役員を置く。 

スクールバス担当 ・・・１名 

スクールバス副担当 ・・・１名 

スクールバス係  ・・複数名 

 

第８条 スクールバス係（以下『バス係』と呼ぶ）の任期は１年とする。ただし、欠

員が生じた場合はこれを補う。 

 

第９条 利用者連絡会は、下記を持って構成する。 

保護者代表・・・バス担当１名・バス副担当１名 

原則として各号車バス係１名 

学校代表 ・・・２名 

※︎ バス運行会社、警備会社より数名オブザーバー参加 



 

第１０条 バス担当は、選考によって選出する。また再任は妨げない。 

各号車バス係は、各号車内で選出する。欠員があった場合の選出も同様とす

る。 

他の PTA 委員との兼任は妨げない。また再任も妨げない。 

バス副担当は、PTA 副会長が兼任する。 

 

第１１条 バス担当は、利用者連絡会を代表し一切の会務を統括する。 

バス副担当は、バス担当を補佐する。 

号車バス係は、各号車を取りまとめる。 

 

第１２条 バス担当は、年度当初に定期利用者連絡会を開催する。その他必要に応じて

バス担当は利用者連絡会を招集することができる。 

 

第１３条 利用者連絡会内で決定する事項は以下のとおりとする。 

１ 基本運行ルート上の停車場所の決定 

２ スクールバス運行に関わる諸事項は、学校側の要請に基づき利用者連

絡会内で決定する。ただし、スクールバスの台数に関わること、スク

ールバス運営費、基本運行ルート、その他スクールバス運行上の重要

事項は、利用者連絡会が提案し、運営委員会が決定するものとする。 

 

第１４条 この利用者連絡会の事務局はホーチミン日本人学校に置く。 

 

第４章 基本運行ルートの制定と見直し・バス台数 

 

第１５条 基本運行ルートの制定と見直しは、利用者連絡会が提案し、運営委員会が決

定する。年度初めにおいては、運営委員会の決定までの間、暫定ルートで運

行する。 

 

第１６条 基本運行ルートは、出発地点から到着地点（日本人学校）までの所要時間

を、原則１時間以内とする。（「１時間規定」と呼ぶ） 

 

第１７条 基本運行ルート上の停車場所は、利用者連絡会が決定する。 

 

第１８条 基本運行ルートに運用上の支障が発生した場合は、利用者連絡会が変更する

ことができる。運営委員会の承認は、事後承認を可とする。また、緊急を要

する場合は、校長が対応を決定し、運営委員会、総領事館及びスクールバス

担当に報告する。 

 

第１９条 バスの台数については、利用者連絡会が提案し、運営委員会が決定する。 

 

第５章 スクールバス使用料 

 

第２０条 スクールバス使用料については、「入学金・授業料及びスクールバス使用料徴

収並びに滞納者対応規則」に従う。 

学習活動及び校務車としての活用に対し、学校運営費からの使用料総額の 

５０％を限度として負担する。 

 

第６章 保護者理解と安全対策 



 

第２１条 利用者連絡会は、保護者並びにスクールバスに関わるものが、スクールバス 

運行に関する諸事項及び安全対策について理解するように「スクールバス利

用の手引き」を作成する。 

 

第２２条 利用者連絡会は、スクールバス運行時における安全対策を図るため、危機管

理体制を明示する。 

 

第７章 改正 

 

第２３条 この規則は、学校運営委員の過半数が出席する学校運営委員会において、委

員の発議により、出席委員の過半数の賛成をもって改正することができる。 

 

第８章 付則 

 

第２４条 この規則は、２００２年１１月 １日から施行する。 

この規則は、２００３年 ８月 １日から施行する。 

この規則は、２００４年 １月 １日から施行する。 

この規則は、２００９年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０１０年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０１４年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０１８年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０１８年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０１９年 ４月 １日から施行する。 

この規則は、２０２１年 １月１８日から施行する。 

この規則は、２０２３年 １月１１日から施行する。 

この規則は、２０２６年 ４月 １日から施行する。 

 


